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教育委員会会議令和５年３月定例会会議録

（9：30）

1．開 会

市民憲章唱和

2．教育長あいさつ

3．会議録の署名者の件について

4．前回会議録の承認

全員賛成

5．教育長等の報告

なし

6.議事

(1)議案

①津山市教育委員会の個人情報保護に関する規則の一部改正について（教育総務課）

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、個人情報保護に関する全国共通ルールを法律で定める

こととされたため、津山市個人情報保護条例及び同条例に基づき定められている津山市個人情報保護

条例施行規則が令和 5年 4月 1日付で廃止されます。また、同改正の趣旨を踏まえて、同日付けで津

山市個人情報の保護に関する法律施行条例及び個人情報の保護に関する法律等施行条例規則が施行さ

れます。新旧対照表を添付しています。これまでは津山市教育委員会の個人情報保護に係る津山市個

人情報保護条例に基づいて規則が施行されていましたが、今後は津山市教育委員会の個人情報保護に

係る個人情報の保護に関する法律に基づいて規則が施行されます。

②津山市教育委員会規則等における読点の取扱いに関する特別措置規程について（教育総務課）

令和 4年 1月 7日の文化審議会における「公用文作成の考え方」の趣旨に鑑み、これまでに公布、

令達、公示をされている津山市教育委員会における規則等の規定中に使用している「，（コンマ）」

を「、（テン）」に改正します。

③「今後の津山市立小中学校の体制整備に関する基本方針」（案）に係るパブリックコメントへの回

答及び同基本方針の策定について（学校教育課）

少子化による学校の過小規模化に対して、今後の津山市立小中学校の体制整備の基本方針案を作成

しました。1月 13 日から 2月 22 日の期間において、基本方針案に対するパブリックコメントを募集

しました。また、並行して関係機関、総務文教委員会主催の議員勉強会、校長会や PTA の役員会、連

合町内会の役員会等にて説明会を開催しました。過小規模校の対象校についてや、地元説明会の時期

や義務教育学校についての質問がありました。また、地元や保護者の意見を聞いてほしい、焦らずに

計画を進めてほしいといった意見もいただきました。パブリックコメントの応募結果についてです。

市内在住の 9名から意見をいただきました。基本方針案の 4つの章に対して 16件の意見をいただいて

います。今後の児童生徒数の推計や複式学級の学級編成についての資料や説明が必要であるという意

見をいただきました。また、方策を協議する際には、学校任せにならないように教育委員会が主体的

に保護者と話す機会が必要であるという意見もいただきました。資料については基本方針に含めるの

ではなく、基本方針の公表時に添付資料として掲載します。また、地元説明会の際に配布したいと考

えております。他にも、学校おける統廃合に関する意見をいただきました。各地域での説明会にて意

見聴取させていただきたいと考えています。事務局としてはこれらのパブリックコメントを受けての

基本方針案の修正は必要ないと判断いたしました。本日の教育委員会でご審議いただき、基本方針案

の決定とさせていただきます。今後は基本方針をホームページ等で公表し、新年度以降に実施される

地元説明会に向けて準備を進めて参ります。

(2)報告
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①令和 5年 3月定例市議会の質問答弁要旨について（教育総務課）

3 月定例市議会において、教育関係の質問をいただきました。資料中には、来年度の教育委員会施

策に関連する箇所について、太字で掲載しています。3月 5日には、高橋議員からご質問をいただき

ました。コミュニティ・スクール導入済みの 3校の活動内容と課題、来年度導入の各校の進捗状況に

ついての質問がありました。コミュニティ・スクールに向けた取り組みや、今後の小中学校の体制整

備、読解力向上に向けた重点取組、外国語派遣助手 ALT についての質問をいただきました。コミュニ

ティ・スクールについて、来年度は 15校の小中学校で導入予定となっており、設置準備委員会を設置

して熟議を重ねています。不登校特例校については、本市が目指す不登校特例校のあり方について検

討していきます。今後の小中学校の体制整備については、3月末に基本方針を策定し、来年度以降、

主に中学校区を対象とした説明会を順次開催します。読解力については、来年度から市内小中学校全

校において、新聞教材等を活用した取り組みを進めていきます。ALT は来年度より 1名増員し、コミ

ュニケーション能力の育成を図ります。3月 7日には三浦議員、広谷議員、勝浦議員より質問をいた

だきました。三浦議員からは、12 月議会においての市内 4中学校が校則をホームページに掲載済みで

あり残りの 4中学校においても掲載準備を行っているという答弁に対して、現在の状況についての質

問がありました。市内全ての中学校において、校則や校則改正の経過などの情報をホームページに掲

載しています。広谷議員からは来年度の特別教室へのエアコン設置の計画についての質問がありまし

た。まずは実施設計を行い、翌年度に設計が完了した学校において順次工事を実施することを考えて

います。学校数も多いことから、複数年に分けての事業実施を計画しています。また、令和 5年度

は、加茂小学校と加茂中学校の校舎改修工事を予定しており、特別教室等へのエアコン設置も行う予

定です。勝浦議員からは、今後の小中学校の体制整備についての質問がありました。保護者や地域の

意見をしっかりと聞くことが重要であると回答しています。3月 8日には、河村議員、美見議員、竹

内議員から質問をいただきました。河村議員からは給食費調理用燃料費の全額公費負担についてと、

小中学校へ配備する空気清浄機の購入予算の繰越についての質問がありました。給食費調理用燃料費

の全額公費負担は、燃料費等の高騰による給食への影響を避け、安定的な給食提供を継続するために

実施します。今後も給食提供への影響が生じないように適切な対応を行います。空気清浄機について

は、来年度に繰り越すことにより各小中学校へ配置する予定です。美見議員からはヤングケアラーへ

の支援や学校給食についての質問がありました。竹内議員からは、つやま郷土学についての質問があ

りました。新たな取り組みとして、彫無季氏を学ぶ刻字体験学習を行うなど、活動の幅を広げていま

す。3月 9日には秋久議員、安東議員から質問をいただきました。秋久議員からは医療的ケア児の対

応について質問がありました。安東議員からは地場産小麦を使用した学校給食についての質問があり

ました。3月 10 日には竹内議員から、地域における体験や地域の大人からの学びについての質問をい

ただきました。地域への関心や愛着を深めながら、将来社会的に貢献できる人材育成を図ります。ま

た、3月 10 日に竹内議員からこども保健部に対して、低年齢期から就学前における地域との関わりに

ついての質問をいただきました。様々な人と触れ合う体験を通して、人と関わる楽しさや人の役に立

つ喜びを味わうことが大切であると考えています。

②合同規則・合同訓令・合同告示について（教育総務課）

合同規則・合同訓令・合同告示は、市長部局・教育委員会・水道局が合同で全庁的な規則・要綱を

定めるものです。まず、津山市・津山市議会・津山市選挙管理委員会・津山市監査委員会・津山市公

平委員会・津山農業委員会・津山市教育委員会・津山市水道局が合同で行った規則の改正は 1件で、

改正理由は、学校教育部長から教育次長への変更及び様式の押印の削除です。次に、津山市・津山市

教育委員会・津山市水道局が合同で行った訓令の改正は 6件であり、改正理由は令和 4年 7月 1日付

け機構改革、組織の名称等の変更、法律の改正、副市長体制の変更によるものです。次に津山市・津

山市教育委員会が合同で行った訓令の改正は 2件であり、改正理由は令和 4年 7月 1日付け機構改

革、副市長体制の変更によるものです。また、新規としてヤングケアラー支援検討会議設置要綱を制

定しています。次に、津山市・津山市教育委員会が合同で行った告示の改正は 1件であり、改正理由

は令和 4年 7月 1日付け機構改革によるものです。最後に、津山市・津山市教育委員会・津山市水道

局が合同で行った告示の改正は 1件であり、改正理由は令和 4年 7月 1日付け機構改革によるもので

す。

③津山市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部改正について（学校教育課）

本市では障害があり市内の特別支援学級に所属している児童生徒の保護者に対して、経済的負担を

軽減するため、その世帯の収入に応じて必要な経費の一部を助成する制度を実施しています。この

度、津山市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正します。これまでは申請時に世帯全員の所
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得証明が必要でした。この度、県の事務要領の変更があり、各自治体で所得を確認できる場合には所

得証明を省略することが可能となりました。これに伴い、利用者の負担軽減につながるように規則の

改正を行います。

④津山市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める告示の一部改正について（学校教

育課）

津山市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める告示の一部を改正します。改正の

対象となる補助金は、令和 2年度以降の修学旅行において、新型コロナウイルス感染症の影響により

生じたキャンセル料を対象とした、津山市修学旅行キャンセル料等補助金です。令和 5年 5月より新

型コロナウイルス感染症が 5類感染症へ変更されることもあり、令和 5年度より修学旅行キャンセル

料等補助金を廃止します。

⑤令和 5年 4月 1日以降の小中学校におけるマスクの取扱い等について（学校教育課）

3 学期における児童生徒の新型コロナウイルス感染症の感染者数について、1月は 287 名となってお

ります。2月には大幅に減少し 104 名となり、3月の感染者数は 20名を下回っています。国の方針に

より令和 5年 3月以降のマスク着用については個人の主体的な判断を尊重することや、令和 5年 5月

以降には 5類感染症へ変更されることを踏まえ、令和 5年 4月 1日以降、学校内におけるマスクの着

用は不要とします。ただし、基礎疾患がある等によりマスクの着用を希望する児童生徒や、反対に健

康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱

を強いることのないように配慮します。また、マスクの着用の有無による差別偏見等がないように適

切な指導を行います。今後も適切な感染防止対策を継続しつつ、児童生徒や教職員等の体調に十分注

意し、新年度からの学校経営を行います。

7．その他

(1)各課からのお知らせ

①津山市教育委員会通信 4月号について（教育総務課）

津山市教育委員会通信 4月号を発行します。表には、令和 5年度の教育長あいさつを掲載していま

す。令和 5年度は津山市教育振興基本計画第 3期の 2年目にあたります。本市の教育が目指す自立、

つながり、郷土愛の 3つの人間像をさらに追求します。令和 5年度には、特別教室へのエアコン設置

の拡大や 1人一台タブレット端末の日常的学習への更なる活用、読解力育成、新たな居場所づくり事

業などに取り組みます。また、令和 3年度から設置しているコミュニティ・スクールについては、本

年度は新たに 15校に導入します。裏面には、3月 16日に勝北中学校にて開催された VR を活用した交

通安全学習についての記事を掲載しています。津山市教育委員会では東京学芸大学やＮＴＴ西日本と

の連携事業にて、VR 等の先端技術を活用した新たな学びの形の研究を行っています。生徒たちは普段

体験することのないドライバー目線から、自分たちが通学時に気を付けるポイントを学びました。そ

の下には令和 4年度の卒園式・卒業式についての記事を掲載しています。3月 17 日には津山市立つや

ま東幼稚園及びつやま西幼稚園、3月 13 日には中学校、3月 20日には小学校で卒園式・卒業式が行わ

れました。高田小学校では、「横野和紙」を使用した卒業証書が手渡されました。下段には、教育長

及び教育委員の紹介の記事を掲載しています。また、教育委員会の活動についても紹介しています。

②給食だよりについて（保健給食課）

今月のイチオシ給食レシピは「鶏肉のバーベキューソースがけ」を紹介しています。右側には「食

生活を振り返ろう」と題して、今年度の給食だよりの記事からクイズを 6問掲載しています。答えは

下欄にあります。その下には手紙を紹介しています。今年度も小学校からそれぞれのセンター宛てに

心温まるお手紙をたくさんいただきました。センター職員はもちろんのこと、調理員さんや給食配送

の運転手さんも手紙を読むと元気が出ます。

③牛乳代替品提供のアンケート結果について

牛乳代替品についてのアンケート結果についてです。目的は、学校給食において牛乳の残量減少が

進まない状況に対し、牛乳の栄養価に近い「飲むヨーグルト」を試行的に提供し、生徒の反応・影響

等を検証するとともに、その効果的な活用方法を研究することです。2月中に市内中学校 8 校を対象

に、戸島学校食育センター、草加部学校食育センターにてそれぞれ 1回ずつ提供しました。取組日や

当日の献立については記載の通りです。なお、実際の提供対象は、市内中学校の 1年生から 3 年生の

2,442 名となっています。また。提供に際しては、普段の牛乳の提供時と同じく、飲み終えた容器を
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洗って返すこととしています。牛乳代替品の提供後、中学校 1・2 年生に対して Google フォームにて

アンケートをとりました。調査結果について、全体の回答数は 75.7％となっています。学年、性別ご

との回答数は記載の通りです。飲むヨーグルトを飲みましたかという質問に対して、全部飲んだと回

答した生徒は 81.2％で、全く飲まなかったと回答した生徒は 15.2％でした。1年生に比べ、2年生の

ほうが飲んだ人の割合が少ない結果となりました。参考として令和 4年 11 月調査時の中学校 2年生の

牛乳飲用状況を掲載しています。牛乳の残量率は 27.3％だったのに対し、飲むヨーグルトの残量率は

2.6％となっています。また、飲むヨーグルトは欠席人数よりも残量が少なく、欠席者分の飲むヨーグ

ルトを出席者が飲んでいると考えられます。次に、牛乳と比較した際の飲みやすさ、量、代わりにな

るかどうか、頻度、頻度について質問しました。牛乳と比較して飲むヨーグルトが飲みやすいとは断

言できませんが、提供回数が増えればよいと考えている生徒が多いです。次に、飲むヨーグルト提供

日の給食は、牛乳の日と比べてどのくらい食べることができたかという質問に対して、多く食べるこ

とができたと回答した生徒が多い結果となりました。飲むヨーグルトの量は牛乳の量と比べて少ない

ため、主食や副菜をしっかりと食べることができました。最後に、牛乳の提供をやめる日をつくるこ

とについてどう思うかという質問に対して、牛乳の日を減らして飲むヨーグルトの日を作ると回答し

た生徒が多くいました。まとめとして、飲みやすさでは牛乳の方がよいが、牛乳は量が多いと感じて

いる生徒がいることがわかりました。牛乳が飲みにくいと感じている生徒にとっては飲むヨーグルト

は飲みやすいようですが、乳製品が苦手な生徒にとってはどちらも飲むことが難しいと推測されま

す。アンケートに回答した生徒の半数以上が、牛乳の日を減らして、飲むヨーグルトなどの牛乳以外

の飲み物を飲みたいという思いを持っていることがわかりました。今回のアンケート結果を踏まえ、

今後は献立や時期を考慮しながら飲むヨーグルトの提供回数を増やす予定です。

④子ども若者育成相談支援事業 ひきこもり当事者と家族のつどいについて（次世代育成課）

ひきこもり当事者と家族のつどいについて報告します。趣旨は、ひきこもりの当事者の方やそのご

家族の方が、同じような境遇にある方々の体験談を聞いたり、お互いに語り合うことで、日々の不安

の解消や情報を共有する機会に資するとともに、行政や関係機関等の相談先についてお知らせするこ

とです。日時は令和 5年 3月 15 日(水)の 14 時から 16 時 15 分で、場所は津山市役所東庁舎で行いま

した。参加者は 26 名で、そのうち一般申込が 8名でした。一般申込が 8名の内訳としては、家族が 6

名、支援者が 1名、その他が 1名です。今回、当事者の方も 1名申し込みがありましたが、当日は所

用によりご欠席となりました。内容については、全体会とグループタイムの 2部制で実施しました。

全体会では 2人の当事者と 2人の家族の方の体験談をお聞きしました。当事者の 1人目は、ひきこも

りのきっかけ、ひきこもり中の生活や脱したきっかけについてのお話をしていただきました。39 歳の

時にひきこもりを脱することができたそうです。当事者の 2人目は発達障害と二次障害による鬱の経

験についてお話ししていただきました。検査で発達障害がわかるまで苦労されたそうですが、検査結

果がはっきりしてからは気持ちが楽になったそうです。家族の 1人目は、子どもについて、いじめや

強迫性障害の診断についての経験をお話ししていただきました。いじめにより、家族もつらい経験を

したということをお話ししていただきました。家族の 2人目には、子どもの不登校経験や自身の「か

くれひきこもり」の経験についてお話ししていただきました。子どもを見ているうちに、自分自身も

ひきこもりの傾向があるのではないかとわかったそうです。全体会を受けて、支援者のグループ 1つ

と家族のグループ 2つの、3つのグループに分かれてグループタイムを行い、これまでの経験や苦労

したことについてお話ししていただきました。アンケート結果では、不安の解消に役立った、新たな

情報の入手ができた、相談先がわかったという項目に対して、肯定的な回答が得られました。自由記

述では、再度の開催を望む、心が軽くなった、心強く思えたなどの前向きな回答が多く、意見交換の

時間を長くしてほしいという意見もありました。次年度に向けて引き続き開催を検討していきたいと

考えています。

(2) 次回定例会の開催について

教育委員会規則に毎月第 4木曜日が定例会開催日となっているが、次回定例会は令和 5年 4月 27 日

(木）13：30 から開催。

全員賛成により決定

(3)その他

9.閉会
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